
「予期せぬ妊娠で悩む人々への十分な対応を図る体制整備に関する
指定都市市長会要請」に係るその後の状況について（報告）

2025年5月16日 熊本市

1 「緊急下の妊婦から生まれた子どもの出自を知る権利の保障等に関する
検討会」報告書・概要
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✓ 保存・管理についての法制化
 （国の専門機関において一元的に保存することが望ましい。)

「緊急下の妊婦から生まれた子どもの出自を知る権利の保障等に関する検討会」報告書・概要 １

✓ 開示請求対応のための技術的研修等を行う専門機関の設置
✓ 個人情報保護法等を踏まえたルールの検討

(開示請求可能な年齢、父母の同意が確認できない情報の取扱い）

✓ 養子縁組家庭の支援を担う体制整備に向けての包括的支援
（支援体制整備に向けた予算的な支援、専門家の養成など）

出自に関する情報の

収集

出自に関する情報の

保存

出自に関する情報の

開示

こどもが出自に関する
情報を知るプロセス

（検討会報告書より）
✓ 出自を知る権利の明確な保障
✓ 出自に関する情報の定義の明確化及び法制化
✓ 妊産婦や養親・養子のサポートができる専門家の養成

✓ 保存・管理についての法制化
  （国の専門機関において一元的に保存することが望ましい)

⚫ 令和5年（2023年）5月31日に熊本市と慈恵病院とで覚書を締結して検討会を設置
⚫ 児童福祉や弁護士等の有識者、施設職員、養親当事者等計１８名の委員で構成
⚫ 令和5年7月から令和7年（2025年）2月まで、全12回の検討会を開催し、令和７年３月に報告書を公表
⚫ 現状と課題や将来のあるべき姿、国を含む関係機関に求めることについて整理

検討会概要

国への要望 →内密出産制度の法制化・法整備

報告書URL：緊急下の妊婦から生まれた子どもの出自を知る権利の保障等に関する検討会報告書
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https://www.city.kumamoto.jp/kiji00350689/3_50689_442574_up_hyzs5vj6.pdf


こうのとりのゆりかごへの預け入れ

• 平成１９年（2007年）の開設から
令和５年度末までの件数

179件

内密出産事例

４０件

• 令和３年（2021年）１２月から令和６年
（2024年）12月までの件数

妊娠内密相談センターへの相談件数

1,４11件
• 令和５年（2023年）4月開設から令
和6年度（2024年度）末までの件数

【参考】こうのとりのゆりかご・内密出産にかかる現状 ２
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【預け入れ件数推移】 【事例件数】

２１件

R3.12-R５.12
の２年間

40件

R６.12時点まで
の累計

19件増
666件

R5年度件数

745件

R6年度件数

79件増

【相談件数】
（件）

（前年度比）

熊本市内

32%

熊本市外

19%

不 明

49%

熊本県, 14件, 8%

九州(熊本県以外),

41件, 23%

四国, 1件, 0%

中国, 9件, 5%

近畿, 16件, 9%中部, 18件, 

10%

関東, 29

件, 16%
東北, 3件, 2%

北海道, 1件, 0%

国外, 1件, 1%

不明, 46件, 

26%

預け入れ者の居住地 →約9割が熊本県外 ※「不明」を除く 相談者の居住地

（H19～R5年度末までの合計） （R5～R6年度末までの合計）
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